
あなたの輝きを活かしてみませんか？

大牟田市では、女性の視点や能力を活かし、多様な意見を市政に反映させるため、

「女性人材リスト」の登録者を募集しています。

◆登録情報は、大牟田市個人情報保護条例に基づき適切に管理し、

女性人材リスト登録事業以外の利用はしません。

◆リストに登録された場合でも、必ず審議会等の委員をお願いするものではありません。

委員就任をお願いする場合は、改めて、各課担当者から連絡を取らせていただきます。

◆リストの登録期限は、登録した日の属する年度の翌々年度の3月 31日までとします。

市内に居住もしくは勤務し、または市内を活動の拠点とする18歳以上の女性で次のいず

れかに該当する方です。ただし、（3）に該当する方については、市内に限りません。

（1） 産業、都市基盤、生活・環境、健康・福祉、教育などの分野に関する専門的知識や技

能をお持ちの方。

（2） 市政について上記の分野などに関心があり、市の審議会等に参加する意欲のある方。

（3） 本市の審議会等委員を経験したことのある方。

「女性人材リスト登録申請書」に必要事項を記入のうえ、人権・同和・男女

共同参画課（中央地区公民館内）へ郵送、メールまたは持参してください。

※「女性人材リスト登録申請書」は、市ホームページからダウンロードする

ことができます。

大牟田市市民協働部 人権・同和・男女共同参画課

〒８３６－０８６２ 大牟田市原山町１３－３（中央地区公民館１階）

ＴＥＬ：０９４４－４１－２６１１ ＦＡＸ：０９４４－４１－２８６９

E-mail：e-zinkendowadanzyo@city.omuta.fukuoka.jp

市の各審議会委員等を選出する際の資料として活用されます。

◆どんなときにリストは使われるの？

◆登録できる人は？

◆登録方法

大牟田市「ジャー坊」

申込み

問合せ

大牟田市女性人材リスト 検索


